
 

令和７年度 第４回糸魚川警察署協議会議事概要  

 

 

開催日時  令和８年２月26日（木）午後３時30分から午後５時５分まで 

開催場所  糸魚川警察署講堂 

 

 

 

出 席 者 

 

 

 

 

 

委      員
 

（定数６人）
 

 

山口会長 野本副会長 斉藤委員 

比護委員 見邉委員 
          

（会長・副会長以外の委員50音順）
 
計５人 

警   察 
大滝署長 粕谷副署長 松井会計課長  

佐藤生活安全課長 佐藤地域課長 菅原刑事課長 

柳交通課長 警備課長 警務課長  

計９人 

 

管内の治安情勢 

 署長から、令和７年12月末現在及び令和８年１月末現在における管内の治安情勢に 

ついて説明があった。 

前回の答申事項に対する業務推進状況 

署長から、前回答申した重点推進項目の取組状況について説明があった。 

第１ 地域の情勢に応じた犯罪抑止対策の推進 

１ 年末特別警戒の実施（12月10日～31日） 

年末における犯罪抑止のため、期間中、パトロール活動の強化や金融機関等の 

警戒など、警察力を最大限投入し、地域の安全・安心確保に取り組んだ。 

 ２ 特殊詐欺等の犯罪被害防止対策の推進 

(1) 年金支給日における犯罪被害防止広報の実施 

年金支給日、金融機関やスーパーマーケットにおいて、被害防止広報・啓発 

を行った。（２月13日） 

(2) 特殊詐欺被害防止推進委員の委嘱 

地域住民に特殊詐欺被害防止の広報・啓発を行う地域ボランティアに対し、 

特殊詐欺被害防止推進委員の委嘱を行った。（２月18日） 

(3) 金融機関対象の防犯講話の実施 

特殊詐欺被害を水際で防止するため、金融機関に対し、最近の特徴等につい 

て講話を行った。 

 ３ 安心感を高める街頭活動の強化 

(1) 地域警察官による街頭活動の強化 



○ パトロール活動、通学路における登下校時の見守り及び巡回連絡等の街頭 

活動を継続的に推進し、地域の安全・安心確保を図った。 

○ 地域伝統行事「青海竹のからかい」の会場において、適正な110番の利用に 

ついて広報・啓発を行った。（１月15日） 

(2) 有事に備えた訓練の実施 

冬期の山岳遭難事案の発生に備え、山岳遭難救助隊員の訓練を実施した。 

（２月16日） 

(3) 犯罪検挙活動の強化 

事件検挙活動を推進し、犯人の検挙等を通じて地域の安全・安心の確保を図 

った。 

第２ 交通事故防止対策の推進 

 １ 冬の交通事故防止運動など、年末年始における交通事故防止活動の強化 

(1) 年末特別警戒の実施 

○ 期間中、交通事故防止のための交通指導・取締り活動を強化した。 

○ 飲食店を訪問し、飲酒運転の根絶や交通事故防止等についての広報を行っ 

た。（12月４日） 

(2) 年末における広報・啓発の強化 

○ 年金支給日、金融機関前において、高齢者に対する交通事故防止広報を行 

った。（12月15日） 

○ スーパーマーケットのシルバーデイにおいて、高齢者に対する交通事故防 

止広報を行った。（12月11日、17日） 

 ２ 各種交通事故防止対策の推進 

(1) 通学路、生活道路の速度抑制対策の強化 

パトカーによる赤ランプパトロール活動を強化するとともに、通学路や生活 

道路において可搬式速度違反自動取締装置を運用した取締り等を実施した。 

(2) 国道における速度抑制対策の強化 

管内の幹線道路である国道８号線、148号線において、パトカーによる赤ラ 

ンプ駐留警戒や可搬式速度違反自動取締装置を運用した取締り等を実施した。 

(3) あらゆる機会を捉えた広報・啓発 

   ○ 地域伝統行事「青海竹のからかい」の会場において、交通事故防止のチラ 

シを配布し広報を行った。（１月15日） 

○ 年金支給日、金融機関やスーパーマーケット前において、交通事故防止広 

報・啓発を行った。（２月13日） 

諮問 

 署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。 

１ 地域の情勢に応じた犯罪抑止対策の推進 

(1) 特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺等の犯罪被害防止対策の推進 

(2) 進学・進級時における少年非行防止対策の推進 

(3) 安心感を高める街頭活動の推進 

２ 交通事故防止対策の推進 



(1) 春の全国交通安全運動の実施（４月６日～15日） 

(2) 高齢者の交通事故防止対策の推進 

(3) 自転車安全月間への取組など、各種交通事故防止対策の推進 

答申      

 糸魚川警察署協議会として協議、検討した結果、諮問のとおり推進するよう答申し

た。 

 意見・要望・質疑等（○は署長等の説明） 

犯罪被害防止及び交通事故防止のため、地域における防犯講話や交通安全教室等を 

継続的に実施していただきたい。 

 ○ 御意見のとおり、継続的かつ積極的に実施してまいります。 

速度等取締り指針の策定  

交通課長から、交通事故発生実態に合わせた速度等取締りを実施する旨の説明があ 

り、了承した。 

 その他 

【地域の伝統行事会場における広報活動】～１月15日 「青海竹のからかい」～ 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年度第４回糸魚川警察署協議会】～２月26日 糸魚川警察署～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


